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１ 上尾市既存木造住宅耐震改修補助金制度の手続きフロー 

上尾市 

 

申請者 

 

改修業者 

 
耐震診断の結果、上部構造

評点が 1.0 未満又は地盤若

しくは基礎が安全でないと

判定 

耐震改修を相談 相  談 

補助金交付申請 受付・審査 

 

審査・受理 

補助金の交付決定 

中間検査の実施 
・中間検査申請書(様式第 6 号) 

中間検査の依頼 

契約 

 

 

改修工事の実施 

耐震改修工事実績報告書の

作成 受付・審査 

補助金の額の確定 

証明書の発行 

補助金交付請求書の提出 受  付 

補助金の交付 補助金の受理 

確定通知書・証明書の受理 

※申請年度の 3 月 10 日までに提出 

耐震改修工事実績報告 

税に関する証明申請 

改修工事施工者 

決定通知書の受理 

※申請年度の１月末日まで 
に工事完了 



 

２ 申請の前にご確認ください 
  

１ 補助対象住宅  

(1) 市内に所在する木造建築物で、昭和５６年５月３１日以前に着工された（昭和

56 年 6 月 1 日以後に増築されたものを除く）戸建て住宅又は兼用住宅(延べ面積の

２分の１以上が住宅部分であること。) 

(2) 上尾市既存木造住宅耐震診断補助金交付要綱（平成２０年５月２９日市長決済）

第３条に規定する「耐震診断」を実施し、診断の結果、上部構造評点が 

１．０未満又はその基礎が安全でないと判定されたもの 

(3) 補助金の交付を受けようとする者又はその２親等以内の親族が所有するもの 

(4) 在来軸組構法又は枠組壁工法（ツーバイフォー）によって建築されたもの 

(5) 階数が地上２以下のもの 

※建築基準法に違反していることが明らかな住宅は、補助の対象となりません。 

 

２  補助金の交付を受けることができる方  

(1) 補助対象住宅に居住している方又はこの住宅に居住することを予定している方 

(2) 市税（市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税）の滞

納がない方 

※ 補助対象住宅の所有者のいずれかの方に市税の滞納があった場合は、対象とな

りません。 

 

  ３  補助対象となる耐震改修工事  

(1)  この制度は、基礎・柱・壁の補強及び、軽量化のための屋根の葺き替えなど、      

建築物の耐震性能を向上させる目的の改修工事を対象とします。改修後、一般財団

法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める上部構造

評点が１．０以上、かつその基礎が安全となる工事を行う場合にご利用になれます。 

(3) 耐震改修設計は、建築士法の規定により登録を受けている建築事務所又は、建 

設業法の許可を受けた建設業者に所属する建築士が、建築士法の規定により設計

又は、工事監理できる規模の建築物に対して行うものとします。 

(4) 耐震改修工事は、建設業法の許可を受けた建設業者が行うものとします。 

(5) 工事の施行期間は、原則として申請年度の１月末までに完了するものとします。 

 
                   保有耐力 
上部構造評点 ＝ 
            必要耐力 
 
         

 
１．５以上     ：倒壊しない 

 １．０～１．５未満 ：一応倒壊しない 
 ０．７～１．０未満 ：倒壊する可能性がある 
 ０．７未満     ：倒壊する可能性が高い 



 

※注意事項 

    ○補助金の交付申請等の手続きを行う前に、耐震改修工事の契約を締結すると補助金が受けられ

ません。 

  ○増築を伴う耐震改修工事は、現行の建築基準法に適合する必要があります。 

  ○耐震改修工事と併せて増築やリフォーム工事を行う場合は、耐震改修部分が助成対象となりま

す。    

 

４  補助金の額 

 耐震改修に要した費用（住宅の床面積１平方メートルにつき３９，９００円を限

度）の２３％を乗じた額です。ただし、６０万円を限度とします。  

※補助金額が市の予算枠を超えた場合は、その時点で終了となりますので、ご了

承ください。 

 

 

３ 申請の手続きについて 
  

１ 申請方法  

補助金等交付申請書（上尾市補助金等交付規則（以下規則と表記）第１号様式）

に、次の書類を添付のうえ提出してください。 

(1) 既存木造住宅耐震改修概要書（上尾市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱

（以下要綱と表記）第１号様式） 

(2) 案内図、配置図及び平面図 

(3) 登記事項証明書、家屋評価証明書等の建築物の所在地、所有者及び建築年次 

 を証明するもの 

(4) 耐震診断の結果報告書(添付写真含む) 

(5) 市長が市税の納付の状況及び居住の状況を確認することについての同意書 

（要綱第２号様式） 

(6) 耐震改修の設計図 

(7) 耐震改修の実施後の耐震診断書 

  (8) 耐震改修に要する費用の内訳書 

(9) 補助金額に関する算定書（要綱第４号様式） 

(10)  戸籍謄本（補助対象住宅の所有者以外の方が申請する場合のみ） 

(11) 委任状（申請者以外の方が申請書を提出する場合のみ） 

(12) 耐震改修承諾書（申請者以外に住宅の所有者がいる場合）（要綱第５号様式） 

 
※注意事項 

   ○申請者及び住宅の所有者全員を対象に、市税の納付状況を確認します。また、申請者が当該住

宅に居住しているかも併せて確認します。これにより滞納（延滞金を含む。）や未居住と認め

られるときは、助成できません。なお、職員が確認した内容は、本事業の目的以外に使用する

ことはありません。 

○申請の内容を審査し、助成することを決定したときは、「補助金等交付決定通知書」を交付し

ますので、耐震改修工事を行う手続きを開始してください。 



 

    ○補助金等交付決定通知書は、補助金の支払いを確定したものではありません。その後、改修

工事が行われない場合や中間検査に合格しなかった場合又は、虚偽の申請等が判明した場合

などは、補助金は支払われませんのでご注意ください。 

   

 

２ 中間検査について   

(1)  改修工事が(2)の中間検査できる工程になりましたら、上尾市既存木造住宅耐

震改修工事中間検査申請書（要綱第６号様式）」を提出してください。 

(2)  検査工程は、壁の筋交い設置又は合板貼りの施工時及び基礎の配筋時です。 

(3)  中間検査に合格した場合には、係員から指示がありますので、それまでは改

修工事に関する次の工程には進まないでください。     

※ 中間検査の前に耐震改修設計を行った建築士による検査を受けてください。 

 

３  計画変更・中止・廃止について 

(1)  交付決定後、補助金の額に変更が生じる補助事業の計画を変更しようとすると

き、又は補助事業を中止するときは、速やかに補助事業等計画変更・中止（廃止）

申請書（規則第３号様式）を提出してください。 

 

(2)  交付決定後、補助金の額に変更が生じない補助事業の計画を変更しようとする

ときは、速やかに耐震改修計画変更報告書（要綱第７号様式）を提出してくださ

い。 

 

４ 耐震改修完了の報告について 

改修工事が完了したときは、速やかに「補助事業等実績報告書」（規則第４号様式）

に次の書類を添付のうえ提出してください。 

(1)  既存木造住宅耐震改修完了報告書（要綱第８号様式） 

(2)  耐震改修設計及び耐震改修工事の契約書の写し 

(3)  耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の領収書の写し 

(4)  耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後における実施箇所の写真 
※注意事項 

○補助金の額に変更がない工事の内容変更が生じた場合は、市担当者に報告し、指示する必要書

類を添付する。 

○報告いただいた内容を審査し、補助金額を決定したときは、「補助金等額確定通知書」を交付

します。 

 

 

５ 補助金請求について 

確定通知書の受理日から３０日を経過する日で、原則として、申請年度の３月１

０日までに、「補助金等交付請求書」（規則第６号様式）に次の書類を添付のうえ提出

してください。 

① 補助金等確定通知書（規則第５号様式）の写し 

② 補助金口座振込依頼書 
 ※注意事項 



 

○振込先の金融機関名は、現在の金融機関名を正確に記入してください。 

  例）× りそな銀行 上尾出帳所  ⇒ ○ 埼玉りそな銀行 上尾支店 

    × 三菱東京銀行 西上尾支店 ⇒ ○ 三菱東京ＵＦＪ銀行 上尾支店 

○振込先の口座名義人は、申請者名と同一にしてください。 

○上記の書類が市役所に提出されますと、１か月程度で指定の口座に振り込まれます。 

  

６ 所得税額の特別控除等に係る証明書の発行について 

一定期間内に耐震改修を行ったときは、固定資産税（家屋）の減額措置及び所得

税額の特別控除が受けられます。 

      固定資産税（家屋）の減額措置を受ける場合は、①「地方税法施行規則附則第７

条第６項の規定に基づく証明申請書」に、所得税額の特別控除を受ける場合は、②

「住宅耐震改修証明申請書」に必要事項を記入のうえ、「補助事業等実績報告書」

と併せて提出してください。適切に改修工事が行われたか確認した後、証明書を発

行します。証明書を受理した後、必要書類を添付して各手続きに従って申告を行っ

てください。 

 
※注意事項 

   ○  ①の証明書は、建築安全課の他、建築事務所に属する建築士等でも発行できます。耐震改修

に要した費用の額が確認できる書類を添付して、市役所２階の資産税課に提出してください。

②の証明書は、建築安全課で発行します。所得税額の特別控除は、確定申告の際に「住宅耐震

改修証明書」、「住民票の写し」を添付して上尾税務署に申告してください。  

 

 

４ 耐震改修工事に伴う減税のお知らせ 
  

 既存住宅の耐震改修を行った場合、所得税額の特別控除および固定資産税の減額

措置を受けることができますのでお知らせします。 

 

(1)  所得税額の特別控除 

 

控除の手続きについて 

     耐震改修工事を完了した年分の確定申告の際、確定申告書に住宅耐震改修証明

書(注 1)、住民票の写しを添付して税務署へ申告してください。 
※注 1 設計者・工務店等も発行できますが、補助事業を利用した方については、耐震改修完

了後申請していただければ発行します。 

 

   所得税額の特別控除の問い合わせ先 

上尾税務署 代表 ０４８（７７０）１８００ 
  

  

 

(2) 固定資産税額の減額措置 

一定の耐震改修を行った場合、住宅用家屋に係る固定資産税額（１２０㎡相当

部分まで）を以下のとおり減額します。 



 

 

令和１３年３月３１日までに耐震改修が完了した場合：工事が完了した年の翌年

度から１年間２分の１を減額。 

※耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、減

額率が２分の１から３分の２に拡充されます。 

 

ア 適用条件 

①昭和５７年１月１日以前から市内に所在する住宅（居住部分の割合が２分の１

以上）であること 

②令和１３年３月３１日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改

修工事を行った住宅であること 

※共同住宅の場合は、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。 

③ １戸当たりの改修工事費が５０万円を超えていること 

※他の減額制度（新築住宅の減額や省エネ改修工事、バリアフリー改修工事に

よる減額）は同一年での重複適用はできません。 

 

イ 減額の手続きについて 

改修工事完了後３カ月以内に必要書類を資産税課（市役所２階）へ提出してく

ださい。必要書類は資産税課 HP か下記問い合わせ先までお尋ねください。 

 

※問い合わせ先：資産税課 電話 ０４８－７７５－５１３４ 

 

 

 

 ５ 申請書等の様式について 

※各種の申請様式等は、上尾市ホームページからダウンロードできるほか、建築

安全課で配布しています。 


